
違反対象物め公表制度

利用者の安全・安心のために
平成28年10月㌧1日から
重大な消防法令違反の建物を
ホームページに
公表します

佐世保市消防局ホームページ

東予鼎0朗象慮

立入検査結果通知書の交付

○屋内消火栓設備
◎スプリンクラー設備
◎日動火災幸防□設備の未設置

※公表の対象は宿泊施設や物販店等
の不特定多数の方が利用する施設

等で上記0～◎のいずれかの義務
違反がある建物

公表通知書の交付

0公表内容

◎公表の方法

◎公表予定日

※上記0～◎の内容を公

表予定日の7日前まで

に通知

立入検査結果通知書の交

付から14日以止経過し

た日においてなお同一違

反が認められる場合

0建物の名称・所在地

◎違反の内容

◎その他必要な事項

公表制度については、佐世保市消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。

●佐世保市消防局予防課
¶∋l（0956）23－9256

●佐世保市中央消防署
¶きり0956）24－7621

翰佐世保市東消防署
一七Ⅰ藍0956）38－2519

0佐世保市西消防署
¶きり0956き47－2076
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